
高齢者見守りシステムの取組について 

 

長野県企業局  

 

１ 実証実験における取組及び課題 

(1) 加入促進（普及啓発）等 

・ 当初運用開始（平成 29 年９月）時には 30 件でスタートし、ホームページや広報誌等

により普及啓発に向けた取組を行ったところ、申込みが７件増加した。 

・ さらに加入促進を図るため、同年 11 月に親族宅への申込書の郵送や、12 月及び１月

に一人暮らしの高齢者宅へチラシ配布を行った。 

・ 親族への働きかけについては、親族宅への直接訪問には制約があったことから、平成

30 年８月のお盆帰省時に 49 戸の戸別訪問を行った結果、４件の加入があった。 

・ 平成 30 年 11 月に、利用者本人及びその親族等を対象にアンケートを実施（資料４参

照）。高齢者本人から、「自分はまだまだ元気」との認識や料金負担の迷惑を親族にか

けられないなどの声があった。 
                           平成 30 年 11 月 30 日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ※ ２戸については平成 30 年度に廃止 
 
（具体的な取組一覧） 

手段 内   容 備 考 

１ 広報誌 
H29 

坂城町） 

・町広報誌に掲載 

長野県） 

・広報「けんえいすいどう 2017 Vol.1」に掲載 

（給水戸数全戸配布） 

４月 

 

８月～９月 

H30 －  

２ ホームページ 
H29 

坂城町） 

・町ホームページに掲載 

長野県） 

・長野県企業局トップページに加入促進記事を掲載 

 

４月～ 

 

４月～ 

H30 継続掲載  

３ ＤＭ、チラシ 
H29 

坂城町） 

・親族への加入申込書等の郵送（約 200 通。県と共同） 

・町ホームページや町広報誌に募集記事掲載 

・町回覧チラシによる利用促進 

・高齢者及び親族へＤＭによる利用促進 

・有線放送による利用促進 

長野県） 

・親族へ加入申込書等郵送（約 200 通。町と合同） 

・広報「けんえいすいどう Vol.2」へチラシ差込み 

（坂城町へ全戸配布） 

６月 

４月 

７月～９月 

７月 

８月 

 

11 月 

12 月～１月 

H30 －  

年 度 加入目標(戸) 当年度加入者数(戸) 

平成 29 年度 
100 

運用開始時 30 ⇒ 37（※） 

平成 30 年度 5 

総 数 100 42 



４ 戸別訪問、電話 

H29 

坂城町） 

・民生委員戸別訪問による利用促進 

坂城町・長野県） 

・お盆（帰省）期間中に独居老人宅へ戸別訪問 

（80 戸訪問 ⇒ ３戸加入） 

 

４月 

 

８月 

H30 

坂城町・長野県） 

・お盆（帰省）期間中に独居老人宅へ戸別訪問 

            （49 戸訪問 ⇒ ４戸加入） 

 

８月 

５ アンケート調査 

H29 

坂城町） 

・「利用者の声」アンケート調査を実施 

（対象：利用者本人 11 名及び見守登録者 11名） 

11 月～12 月 

H30 

長野県） 

・満足度アンケート調査実施 

（対象：利用者本人及び見守登録者 合計 99 名） 

11 月 

６ 雑誌等への寄稿 

H29 

長野県） 

「公営企業（2017  9 月号）」へ寄稿 

「地方財務（2017 10 月号）」へ寄稿 

 

９月 

10 月 

H30 
坂城町） 

・「高齢者・介護保険サービスガイド」へ掲載（全戸配布） 
８月 

７ 表  彰 H29 
長野県） 

・優良地方公営企業総務大臣表彰を受賞（受賞４事業体） 

 

７月 

８ 会議等での発表 
H29 

長野県） 

・スウェーデン大使館「ソーシャルイノベーション・ダイア

ローグ」で事例発表 

２月 

H30 －  

（参考）新聞記事等  

・全国紙 

「産経新聞」、「読売新聞」、「日本経済新聞」 

・地方紙 

「信濃毎日新聞」、「中日新聞」、「北海道新聞」、 

「西日本新聞」 

・専門紙 

 「水道産業新聞」 

 

 

 

（参考写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸別訪問による普及促進活動（坂城町との共同） 

広報誌による啓発（「広報「けんえいすいどう」」） 

スウェーデン大使館での事例発表 

ホームページによる広報 



(2) 設置工事等 

   ア 当初の想定より工事費が割高 

   ・メーターボックスの周囲が、コンクリートやアスファルト舗装となっていたた

め。 

   ・公道からの距離が遠い住居では、メーターボックスは官民界付近（公道付近の

民地側）に設置していることから、配線ケーブルを住宅まで単独で工事するな

どの必要が生じた。 

 

 メーター設置工事費（実績 H30.11 末現在）（※1）                   単位：千円（税込） 

実施年度 
予算額 執行額 １件当たり工事費 

予算額 予定戸数 執行額 設置戸数 予算 実績 

平成 29 年度 1,728 (100 戸分) 1,266 (37 件分) 17 千円/戸 34 千円/戸 

平成 30 年度 2,088 (63 戸分)  148 (5 件分) 34 千円/戸 30 千円/戸 

計 3,816 (163 戸分) 1,414 (42 件分) 平均 23 千円/戸 平均 34 千円/戸 

  ※1 取替工事に係る費用（ﾒｰﾀｰ購入費を除く）    

                         （参考）メーター費用 φ13 ：9,828 円/基  φ20 ：12,636 円/基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 申込み者と建物管理者が別であり管理者の承認が必要 

   ・借家、アパート等の住人からの申込みに対しては、管理者の了解を得る必要が

あり、工事着手までに時間を要した。 

  ウ マンション等集合住宅では、見守り専用メーターが必要  

・集中検針盤を設置している集合住宅からの申込みに対しては、個別に見守り専

用メーターに交換する必要が生じた。その結果、検針員が集中検針盤では検針

できず直接検針を行うことから、労務量が増大した。 

 

 

 



メーターボックスの周囲がコンクリート舗装 住居より遠距離にあるメーターボックス 

居住者（申込み人）と施設所有者が異なる 集合住宅における見守り専用メーターの設置 

主な課題と対応状況 

No 主な課題 対応状況 

１ 
水道メーターから立上り位置までの距離

が長いこと。 
現場に合わせて増工 

２ 施工箇所が舗装されていること 増工により現場に合わせて施工した 

３ 
借家、アパート等について、・所有者の了

解が必要であること。（施工方法等が限定） 
管理者への了解を得て施工した 

４ 
集合住宅について、集中検針となっている

場合の対応 

見守り専用メーターを別途設置 

（管理者への了解等時間を要した） 

５ 
立会いの日程調整や現場確認に時間を要

すること。 
坂城町の調整により円滑な実施が実現 

   

（参考写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の予定 

平成 29 年度から実施している本実証実験は、平成 31 年３月まで実施した上で、結果を

平成 31 年度当初にとりまとめ、報告書として長野県公営企業経営審議会へ提出する。 

メーターボックス 

メーターボックス 

住居 

アパート 

水道メーター 


